
 

人間ドック等補助申請書 
 

記号 申請区分（該当する方へ☑をつけてください。） 

８８８８ ☑人間ドック（指定外健診に限ります） ・ □ＸＭＬデータ料 

番号 受診者氏名 
続柄 

（いずれかに○） 

区分 

（いずれかに○） 
年齢 受診日 備考 

12345 西日本 太郎 本人・家族 L コース・その他 40  4 月  1 日  

  本人・家族 L コース・その他    月   日  

  本人・家族 L コース・その他    月   日  

  本人・家族 L コース・その他    月   日  

  本人・家族 L コース・その他    月   日  

  本人・家族 L コース・その他    月   日  

  

     合計   1  名          領収書金額 ￥   45,500         

 

 ≪補助金振込口座≫ 

                           普通 

（振込先）  プラスチック    銀行   南船場  支店  当座  預金 口座№ 1234567    

       フリガナ      ニシニホン タロウ                             

    口座名義    西日本 太郎                  

≪誓約欄≫ 

任意継続被保険者は、本申請に関する補助額、申請方法、添付資料、注意事項等を含む各事項について十分に理解したうえ

で、上記の通り請求します。 

   2026 年 4 月 1 日  

西日本プラスチック工業健康保険組合 殿 

 
  

                      被保険者氏名  西日本 太郎            

 

                       住所 〒 ●●●  － ●●●● 

  

                           ▲▲市■■区ＸＸＸ1-2-3                     

 

                       電話番号  000-0000-0000                  

 
 

 

 

 

 

 

（※必ず裏面を確認したうえで申請してください。また、当組合は本申請について、申請者は裏面および当組合ホームページを確認したものとみなします。） 

任継用 

≪健保使用欄≫※この欄は記入不要です。 

（□Ｌ □他）39 才以下 本   名          （□Ｌ □他）40 才以上 本   名 

（□Ｌ □他）39 才以下 家   名        （□Ｌ □他）40 才以上 家   名 

支給金額  ￥              （デ ー タ 料）  ￥              

 

西日本プラスチック工業健康保険組合 記入見本 

（2026.04 新設） 



◎以下の各事項および当組合ホームページを必ず確認したうえで、申請してください。 

 人間ドック Lコース（指定外） 人間ドック（Ｌコース以外）（指定外） 

補助額 消費税相当額を除く総健診費用から３,００

０円を除く費用のうち上限２０,０００円ま

で補助。 

 

消費税相当額を除く総健診費用のうち上

限２０,０００円まで補助。 

申請方法 1. 健診受診後、窓口等にて健診料を一旦全額精算ください。 

2. 『人間ドック等補助申請書』（表面）に必要事項を記入のうえ、下の添付資料を必要

に応じて準備いただき、当組合まで申請ください。 

 

添付資料 1.健診の領収書（コピー可） 

2.健診結果（コピー可・年度内に４０歳～７４歳に到達する方および７５歳となる方で、

７５歳に達するまでの間の被保険者・被扶養者の方は必須） 

必要に応じて上記の書類を添付ください。必要書類が不足している場合は補助を受けられ

ません。 

 

注意事項 

<共通> 

・健診結果とは、判定結果ではなく、特定健診該当項目の具体的数値および問診表です。

全ページをご提出ください。 

・いただいた健診結果は特定健診のデータとして活用させていただきます。また、データ

処理後は、当組合にて責任を持って破断処理させていただきます。 

・申請期限は受診した日より１年以内です。 

・領収書の宛名は健診を受けられた方の氏名宛てとしてください。宛名が会社名等である

場合は、受診明細書等の別途受診者の氏名がわかる書類を必ず添付してください。 

 

注意事項 

<個別> 

「特定健診項目のみの受診」、または「婦人

科検査（乳がん・子宮がん）のみの受診」は

項目不足となり補助対象外となります。「特

定健診項目および婦人科検査（乳がん・子宮

がん）」を併せて受診ください。 

 

補助を受けるために必須受診項目がござ

います。 

当組合ホームページ『保健事業』の該当ペ

ージに公開していますので、受診・申請の

際に必ず確認ください。 

※人間ドック（指定外）には、PET 検診や

脳ドックを含みます。 

 

重複受診に

ついて 

「人間ドック（A・B・C・L・指定外）」または「特定健診」は、同一年度内（4 月～翌 3

月）にいずれか 1 つの健診を対象者 1 人につき 1 回に限り補助します。健診費用補助が

重複して支給されたことが判明した場合は、重複した支給金（支給補助金）相当額を当組

合へ返納していただくことになりますのでご注意ください。 

 

不正受給に

ついて 

補助金支給がなされる前であれば支給を停止し、補助金支給がなされた後であれば直ちに

当組合へ戻入していただきます。また、当該不正行為を行った、または行おうとした加入

者に対して、以後の補助金（人間ドック等健診補助金に限らず、健康増進施設利用補助金

やインフルエンザ予防接種補助金等も含みます。）の支給を停止することがあります。 

 

 


